
兵庫県名勝部門ヘリテージマネージャー（歴史文化遺産活用推進員）養成講習会 第 3 回講習会  

【文化財・名勝の整備と管理】 

01．文化財・名勝に関わる整備 

■文化財とは 
文化財保護法 文化財保護法第 2 条第 1 項 

       四．貝塚，古墳，都城跡，城跡，旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高い

もの，庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳，その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価

値の高いもの，並びに動植物，地質鉱物で我が国にとつて学術上価値の高いもの 
 
 
 

■兵庫の庭園について 
国指定文化財名勝（5 庭）令和元年 10 月現在 
 ・安養院庭園   （枯山水／神戸市西区伊川谷 昭和 55 年 2 月 19 日） 
 ・田淵氏庭園   （茶庭，池泉庭園／赤穂市御崎 昭和 62 年 5 月 2 日） 
 ・旧大岡寺庭園  （池泉庭園／豊岡市日高町 平成元年 9 月 22 日） 
 ・旧赤穂城本丸庭園・二之丸庭園（池泉庭園／赤穂市 平成 14 年 5 月 2 日） 
 ・旧益習館庭園  （池泉庭園／洲本市 平成 31 年 2 月 26 日） 
 
 
 

■整備について考えてみる 
 文化財・名勝に関わる【整備】どう進めるべきなのでしょうか？ 
 【条例】による文化財の保護とは？ 
 ・公共的見地から規制措置 
 ・公的な財政援助可能 
 
 
 

02．文化財・名勝に関わる管理 

旧益習館跡庭園（洲本市）を事例に 
 国の文化審議会答申（平成 30 年 11 月 16 日），「文部科学省告示第二十一号（平成 31 年 2 月 26 日）」（官報号

外第 36 号掲載） 
 
 

 

令和元年 10 月 12 日 

 
庭園変遷図 

（洲本市教育委員会（2017）旧益習館庭園調査報告書，44） 


